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①静岡市自転車走行空間ネットワーク整備計画見直し検討委員会 設置要綱 

静岡市自転車走行空間ネットワーク整備計画見直し検討委員会設置要綱 
（設置） 
第１条 静岡市は、静岡市自転車走行空間ネットワーク整備計画（平成31年３月静岡市策定。
以下「計画」という。）の見直しに当たり、自転車走行空間ネットワーク（市の区域内におい
て、安全で快適な自転車走行空間が区域にわたって整備された状態をいう。以下同じ。）のあ
り方について関係行政機関との連絡調整を行うため、静岡市自転車走行空間ネットワーク整
備計画見直し検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
 （所掌事項） 
第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 
（１）計画の見直しに必要な関係行政機関との連絡調整に関すること。
（２）前号に掲げるもののほか、計画の見直しに関し市長が必要があると認める事項
（組織） 
第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
２ 委員長は建設局道路部長の職にある者を、副委員長は建設局道路部道路保全課長の職にあ
る者を、委員は別表に掲げる者を委嘱し、又は同表に掲げる職にある者をもって充てる。 
 （委員の任期） 
第４条 委員の任期は、第２条に規定する所掌事項が終了したときまでとする。 
（委員長及び副委員長）
第５条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
２ 委員長は、委員会の会議の議長となる。
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、そ
の職務を代理する。 
 （会議） 
第６条 委員会の会議は、委員長が招集する。
２ 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者に出席を求め、その意見又
は説明を聴くことができる。 
 （作業部会） 
第７条 第２条各号に掲げる所掌事項について、事前の調査及び調整その他の作業をさせるた
め、委員会に作業部会を置く。 
２ 作業部会は、建設局道路部道路保全課長の職にある者及び別表に掲げる職にあるものがそ
の所属職員のうちから指名するものをもって組織する。 
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３ 作業部会に部会長を置き、建設局道路部道路保全課長の職にある者をもって充てる。
４ 部会長は、部会の会議の議長となる。
５ 第６条の規定は、作業部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」
とあるのは「作業部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるものは「部
会員」と読み替えるものとする。 
 （庶務） 
第８条 委員会及び検討部会の庶務は、建設局道路部道路保全課において処理する。 
 （雑則） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び検討部会の運営に関し必要な事項は、委員
長が委員会に諮って定める。
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、令和４年５月27日から施行する。 
 （要綱の失効） 
２ この要綱は、第２条に規定する所掌事項が終了したときに、その効力を失う。 
別表（第３条関係、第７条関係） 

職 名 
静岡県警察本部交通部交通規制課長補佐
国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所管理第二課
長
企画局企画課長
市民局生活安心安全課長
観光交流文化局観光・国際交流課長
都市局都市計画部都市計画課長
都市局都市計画部交通政策課長
建設局道路部道路計画課長
建設局道路部葵南道路整備課長
建設局道路部葵北道路整備課長
建設局道路部駿河道路整備課長
建設局道路部清水道路整備課長
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②静岡市自転車走行空間ネットワーク整備計画見直し検討委員会・検討部会 名簿 

静岡市自転車走行空間ネットワーク整備計画見直し検討委員会・作業部会 担当者名簿 

所 属 課 名 
委 員（所属長） 部会員 

職 名 氏 名 職 名 氏 名 

建設局道路部   部長（委員長） 塚田 俊明     

建設局道路部 道路保全課 課長（副委員長） 武田 弘     

静岡県警察本部交通部 交通規制課 課長補佐 渡邊 淳 規制企画係長 片山 絢子 

国土交通省中部地方整備局 

静岡国道事務所 
管理第二課 課長 髙井 知啓 交通対策係長 田中 敦規 

企画局 企画課 参与兼課長 鈴木 豪 主査 古牧 直久 

市民局 生活安心安全課 課長 原田 康弘 主査 宮城島 久美子 

観光交流文化局 観光・MICE 推進課 課長 福地 剛 主査 青山 貴恵 

都市局都市計画部 都市計画課 課長 塩澤 友宏 主査 丸山 大悟 

都市局都市計画部 交通政策課 参与兼課長 杉村 則久 主査 望月 太貴 

建設局道路部 道路計画課 参与兼課長 桑山 則之 主査 渡邉 泰史 

建設局道路部 葵南道路整備課 課長 高田 千央 主査 河口 朋久 

建設局道路部 葵北道路整備課 課長 尾焼津 健 課長補佐兼維持係長 南條 永 

建設局道路部 駿河道路整備課 課長 石上 裕 主任技師 北脇 慎太郎 

建設局道路部 清水道路整備課 課長 佐野 真己 主査 田中 夏樹 

事務局 道路保全課 交通安全施設係 
係    長 

主    査 

田中 朋彦 

渡邉 康一 


